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文京区子どもの学習・生活支援事業業務委託プロポーザル募集要項 

 

１ 事業概要及び募集の目的 

  生活困窮等の理由により、学習環境、生活環境に課題のある小・中・高校生世代を

含む若年層に、学習面での指導に加え、社会面や生活面の向上のための支援を総合的

に行う。また、保護者も含め、進学や就職など多様な将来の選択を可能にするための

育成環境の改善及び進路選択に関する支援等を行い、貧困の連鎖を防止していく。 

支援にあたっては、世帯の抱える多様な課題について適確に支援を行う必要があり、

高度で広範囲の専門的知識や技能が必要である。このため、生活困窮世帯の子どもが

様々な進路選択ができるような幅広い情報や体験の場を提供している実績、人材確保、

業務運用能力などの面で特に優れた事業者に委託することが必須である。そこでプロ

ポーザル方式により、広く事業者からの提案を募集して総合的に判断し、最も適した

事業者を選定することとする。 

 

２ 契約期間 

  令和７年４月１日（火）から令和８年３月３１日（火） 

 

３ 契約内容 

  仕様書（案）のとおり 

 

４ 提案限度額 

提案限度額６３,７００,０００円（税込） 

※ 提案限度額を超えた見積価格の提案は無効とする。 

※ 提案限度額は、本選定評価に使用するものであり、区の予算計上を約するものではない。 

  ※提案額には、区有施設の利用代金３３０,０００円（税込）を含めるものとする。 

 

５ 参加資格 

  次に掲げる資格要件を全て満たすこと。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者に該

当しないこと。 

⑵ 文京区指名競争入札の参加資格を有する者に対する指名停止取扱要綱（18 文総契第

３４７号。以下「指名停止要綱」という。）による指名停止を受けていないこと。 

⑶ 文京区契約における暴力団等排除措置要綱（２３文総契第３０６号）第４条第 1 項

の入札参加除外措置を受けていないこと。 
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６ スケジュール（予定） 

 事項 日程 

⑴ 募集要項の公表 令和 6 年 7 月 17 日（水） 

⑵ 質問受付期間 
令和 6 年 7 月 17 日（水）から 

8 月 1 日（木）まで 

⑶ 質問に対する回答期限（中間回答日） 令和 6 年 7 月 25 日（木） 

⑷ プロポーザル参加希望書の提出期限 令和 6 年 7 月 29 日（月）午後 5 時 

⑸ 質問に対する回答期限（最終回答日） 令和 6 年 8 月 5 日（月） 

⑹                                   参加申込書及び提案書類の提出期限                              
令和 6 年 8 月 6 日（火）から 

16 日（金）午後 5 時まで 

⑺ 第一次審査：書類審査 令和 6 年 9 月上旬 

⑻ 第一次審査結果通知送付 令和 6 年 9 月中旬 

⑼ 第二次審査：プレゼンテーション及び質疑応答 令和 6 年 9 月下旬 

⑽ 最終結果通知 令和 6 年 10 月下旬 

⑾ 契約締結 令和 7 年 4 月 1 日（火） 

 

７ 応募方法 

本件プロポーザルに参加を希望する事業者は、令和 6 年 7 月 29 日（月）午後５時まで

に必ず「プロポーザル参加希望書（様式第１号）」をメールで提出すること。（※プロポー

ザル参加希望書の提出がない事業者は、参加申込書及び企画提案書類の提出はできません

ので、ご注意ください。） 

（送付先）文京区生活福祉課メールアドレス：b302500●city.bunkyo.lg.jp 

※●を@に変換して使用してください。 

また、受付期間中に「企画提案書等作成要領」及び「仕様書（案）」を参考に次の書類

を作成し、提出すること。） 

⑴ 提出書類 

 提出書類 様式 部数 

⑴ 参加申込書 様式第２号 1 

⑵ 提出書類一覧表 様式第３号 1 

⑶ 企画提案書 
様式第４号 Ａ４判９ページ以内 

※作成については「企画提案書等作成要領」を参照 

11 

⑷ 本業務の人員体制 様式第５号 11 

⑸ 業務受託実績 様式第６号 11 

⑹ 会社組織図 指定様式なし Ａ４判 11 

⑺ 会社概要 指定様式なし Ａ４判 11 

⑻ 見積書 指定様式なし Ａ４判 1 
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⑼ 決算書 （賃借対照表、損益計算書、収支計算書等 指定様式なし） 1 

 

⑵ 提出体裁等 

   以下のとおり必要書類を調製すること。 

① 提出部数等 11 部（正本１部・副本２部・選定用８部）※⑶～⑺のみ 

② 調製方法 

ア 正本は、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトル、事業者名を記入すること。正

本に添付する書類は原本とすること。  

イ 副本は、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトル、事業者名を記入すること。副

本に添付する書類は、正本の写しとすること。 

ウ 選定用ファイルは、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトルのみ記入すること。

なお、添付する書類は、上記（１）申込み書類の一覧にある、⑶～⑺正の写しとす

ること。ただし、添付する書類は事業者名が分からないように該当箇所を黒く塗沫

すること。 

エ 用紙サイズは、パンフレット等を除き、原則 A４判とする。やむを得ない場合は、

A３判を A４判の大きさに折ったものでも可とする。 

オ 可能な限り両面印刷とし、各ページの下中央部に通し番号を付けること。 

カ 提出書類一式を上記（１）表の順番にフラットファイル等に綴り、書類ごとにタ

ックインデックス等を付し、書類の種類が判別できるようにすること。 

なお、ページを横長とする場合は、用紙の上を左にすること。 

キ その他別紙「企画提案書等作成要領」を確認すること。 

ク 令和３年度～令和５年度の決算書を提出すること。 

⑶ 提出場所及び提出方法 

福祉部生活福祉課（文京シビックセンター9Ｆ北側）へ持参すること。 

※ 郵送その他の方法により提出された書類は、無効とする。 

※ 提出時に内容確認を行うため、提出者は本委託業務を熟知する者とする。 

⑷ 提出期間 

令和 6 年 8 月 6 日（火）～16 日（金） 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

 

８ 提出書類の配布 

   令和 6 年 7 月 17 日（水）～8 月 16 日（金）、区ホームページからダウンロード 

 

９ 選定方法及び結果通知 

選定はプロポーザル方式により、選定委員によって次のとおり審査する。 

⑴ 第一次審査 

第一次審査は、事業者から提出された企画提案書等を基に、文京区子どもの学習・生
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活支援事業事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が書類審査により委託候

補を上位 3 事業者程度選定する。 

⑵ 第二次審査 

第二次審査は、第一次審査で選定された委託候補者から、提案書類に基づき、１事業

者当たり２５分以内でプレゼンテーションを行う（パワーポイントの使用も可能、機器

については事前に申告をした場合、プロジェクター及びスクリーンは区が準備する。パ

ソコンやプロジェクターに繋ぐための変換機（HDMI 対応）等については事業者側で

準備すること。）。その後、選定委員会の委員から２０分程度の質疑応答を行う。 

なお、プレゼンテーションの説明は、本件の中心的役割を担う者（総括責任者）が行

うこと。 

また、会場での追加資料の配付は禁止する。 

⑶ 委託候補の選定 

委託候補者は、第一次審査と第二次審査及び価格評価による総合評価点の最も高い事

業者を契約交渉順位第１位、総合評価点の２番目に高い事業者を契約交渉順位第２位と

して選定する。 

なお、第一次審査及び第二次審査の合計が基準点に満たない応募事業者は、順位にか

かわらず委託候補者として選定しないこととする。  

⑷ 結果の通知 

第一次審査の結果は、審査を行ったすべての事業者に結果のみを郵送で書面により

通知する。なお、第一次審査で選定された事業者には、第二次審査の日時、場所等も

併せて通知する。 

最終結果は、第二次審査を行ったすべての事業者に結果のみを郵送で書面により通

知する。 

⑸ 委託候補事業者の公表 

審査の透明性を図るため、次の項目をホームページで公表する。 

なお、審査結果に係る問い合わせは応じない。 

［公表する項目］ 

① 件名、②業務概要、③選定した日、④契約交渉順位第一位の事業者名及び所在地、 

⑤契約交渉順位第一位の事業者が提案した見積金額、⑥選定結果（不選定者名は番

号等に置き換える。） 

 

10 質問・回答 

本件に関する問合せ及び質問がある場合は、次のとおりとする。  

⑴  受付期間  

令和６年７月17日（水）から８月１日（木）までの午後5時まで 

⑵ 受付方法  

電子メール本文に事業者名、担当者氏名及び連絡先を明記の上、様式第７号「質



 

12 

 

問書」を作成してメールフォームに添付し、次の件名により文京区生活福祉課のメ

ールアドレスまで送付すること。 

また、電子メール送信時に開封確認設定を行うこと。  

件名「文京区子どもの学習・生活支援事業：プロポーザル質問」  

文京区生活福祉課メールアドレス：b302500●city.bunkyo.lg.jp 

※●を＠に変換してご使用ください。 

なお、電子メール以外による問合せ及び質問は受け付けない。 

⑶ ７月23日（火）（中間締切日）までに受け付けた問合せ及び質問は、７月25日（木）

までに区ホームページにて回答する。また、中間回答日翌日から８月１日（木）

午後５時までに受け付けた問合せ及び質問、中間回答日までに受け付けた問合せ

及び質問のうち未回答のものについては、８月５日（月）（最終回答日）にプロ

ポーザル参加希望書を提出した全事業者に電子メールにより回答する。 

 

11 情報公開の取扱い 

  文京区情報公開条例（平成 12 年 3 月文京区条例第 4 号。以下「条例」という。）に基

づき、参加した事業者名については、委託候補事業者に限らず、情報公開の対象となる。

また、事業者の提出書類等は、情報公開の対象となるが、事業者の正当な利益が害され

るおそれがあると区が認めた箇所（ノウハウ、人事に係る情報等）については非公開と

する。 

 

12 辞退 

参加申込書を提出した後に辞退する場合は、参加辞退届（様式第５号）を令和６年

８月23日（金）午後５時までに、参加申込書の提出先まで提出すること。 

 

13 無効・失格 

 (1) 企画提案書等の内容に虚偽の記載がある場合又は本募集要項に適合しない場合は、

無効とする。 

 (2) 参加資格要件を満たさなかった場合は、失格とする。 

(3) 提案限度額を超えた見積価格の提案があった場合は、無効とする。 

(4) 持参以外の方法により参加申込書等が提出された場合は、無効とする。 

 (5) 選定された事業者が、選定後、契約締結前に虚偽の提案や記述を行ったことが判明

した場合等は、失格とする。 

 (6) (1)及び(5)の場合は、指名停止要綱に基づき、指名停止を行うことがある。 

 

14 契約 

契約に当たっては、契約交渉順位第１位の事業者と提案内容に基づき仕様内容を協議

の上決定する。契約交渉順位第１位の事業者との協議が不調となった場合は、契約交渉
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順位第２位の事業者を繰上げ、協議を行う。 

 

15 その他 

 (1) 参加申込書及び企画提案書等（以下「参加申込書等」という。）の作成及び提出に

係る費用は、全て参加する事業者の負担とする。 

 (2) 提出された参加申込書等は、返却しない。 

 (3) 提出された参加申込書等は、本プロポーザル以外に参加する事業者に無断で使用し

ない。 

 (4) 提出期限後における参加申込書等の差替え及び再提出は、原則として認めない。 

 (5) 本要項に定めのない事項及び本要項に疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

16 事業担当 

 文京区福祉部生活福祉課自立支援担当 深田・加藤 

 TEL．（０３）５８０３－１９１７ 

 FAX．（０３）５８０３―１３５４ 

 メールアドレス：b302500●＠city.bunkyo.lg.jp  

 ※●を＠に変換してご使用ください。 

  


